
令和２年１月発行 山形市認定農業者情報誌 第１４４号 

現在の山形市の認定農業者数：4２４名（令和２年１月） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

                               

                                   （裏面もあります） 

 

  現在の農業・農村は、農業従事者の減少や高齢化・耕作放棄地の増大等の諸課題をかかえてお

りますが、将来の農業に明るい展望を見出していただくため、女性農業経営者ならではの視点を

生かし経営展開を行っている方を招き、講演会を行います。皆様のご来場をお待ちしております。 
 

１．講演内容  

     演題：「クリエイティブ農業で履歴書が集まる農場へ」 
          

     講師：株式会社 ドロップ（茨城県水戸市） 
        代表取締役 三浦 綾佳 氏 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２．開 催 日   令和２年１月３０日（木）午後１時３０分～午後３時３０分 

 

３．場  所   山形市東古館１４５番地 

「山形市農業研修センター」（協同の杜の南側に隣接） 

 

４．参加費等   入場無料、申込み不要（無料駐車場１００台分あります） 

 

５．主  催   山形市、山形市農業振興協議会、 

      一般社団法人山形市農業振興公社、山形市農業研修センター 

 

６．後  援   山形市農業委員会、山形市農業協同組合、山形農業協同組合、 

         山形市認定農業者連絡協議会、山形市青年農業士会 

 

お問合せ  農政課 農政企画係    電話 023-641-1212 内線 429 

     （一社）山形市農業振興公社 電話 023-644-1622 

 

発行》山形市農業振興協議会 

＜問い合わせ先＞ 

農政課 就農・経営支援係 

℡ 641-1212 内線 430 

－講師プロフィール－ 

広島県出身。自身の出産を機に、女性が輝ける職場を目指して広告代理業から、未経験の分野

である農業に参入。「素人」でも農業ができる環境を目指し、ICTを導入し、見える化を実践。株式会

社ドロップ（茨城県）を立ち上げ、「ドロップファームの美容トマト®」というブランドトマトを手掛ける。ス

マート農業で、「農業」に甘えない働き方改革に挑戦中。働く従業員の 8 割は農業未経験の子育て

中のママ。一人一人の働き方に関する「価値観」を大切にした会社経営で「新たな農業の形」を目指

す。  

【現職】 

株式会社ドロップ 代表取締役   農林水産省 農業女子プロジェクトメンバー   

農林水産省 農業の「働き方改革」検討委員   青果物ブランド協議会 理事   

ＪＧＡＰ 指導員  など 

 



 

 
 
令和２年１月末に、皆様のもとに「人・農地プランの充実に向けた農業経営

及び農地に関するアンケート調査票」が届きます。 
 
〇人・農地プランとは？ 
農業従事者の高齢化や担い手不足が心配される中、５年後、１０年後までに、誰がどのように農地を

使って農業を進めていくのかを地区の話合いに基づきまとめる計画（プラン）です。 

 

〇人・農地プラン実質化のためのアンケート調査とは？ 
人・農地プランをより実効性のあるものにするために、農業者の皆様の農地利用状況（例：後継者の

有無、貸付・借受希望の有無等）を調査する必要があります。アンケートの結果をもとに地区ごとに農

地利用の状況がわかる地図を作成し、今後の農地集積・集約化の話し合いに活用していきます。 

 

〇人・農地プランが実質化されないとどうなるの？ 
 人・農地プランが実質化されなければ、今後の農地集積・集約化が滞ってしまうだけでなく、様々な

補助事業が利用できなくなってしまいます。プランの実質化は、様々な補助事業（国の機械導入支援事

業やスーパーL資金等の低利融資）を利用する際の必須条件となっています。 

 

☆アンケート調査への協力のお願い☆ 
 アンケート調査は回答率 50％を超える必要があるため、認定農業者の皆様にはぜひ全員に回答してい

ただきたいと考えております。お忙しいところ恐縮ですが、アンケートの回答につきましてご協力をお

願いします。 

 

農業用ビニールハウスの雪害対策について 
 

近年、雪による農業用ビニールハウスへの破損被害が見受けられます。被害予防への一環として、農業用ビニ

ールハウスの点検を行いましょう。 

 

【チェック項目】 

①  ブレースや筋かいの留め金具に緩みがないか確認する。 

②  基礎部、接続部分、柱等に腐食・サビがないか確認する。 

③  作物を栽培していないハウスは被覆資材を外す。 

④  最新の気象情報、警報、注意報をチェックし、降雪に備える。 

⑤  
暖房設備のあるハウスについては、融雪のため暖房を活用できるよう準備しておく。（燃料・動作

確認等） 

【事後対策】 

①  
積雪等による被害を確認し、壊れた箇所があった場合は、自分でできる応急処置をおこない、

できない部分は業者に修理を依頼する。 

②  
ハウス屋根の谷間は、雪が融けにくいため、雪のたまっている部分に水をかけるなどして除雪す

る。 

 

☆作業中及び見回り時には、事故に遭わないよう十分に注意し、安全確認の上、圃場や施設の管理を行う

ようしてください。 






